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令和元年度第１５回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和元年１１月１３日 

                    担当部・課：教育委員会体育振興課［２５－６４７１］ 

                          建設部都市計画課〔内線５６１８〕 

① 件  名 

石巻市総合運動公園の指定管理者制度の導入及び指定管理者の指定について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  石巻市総合運動公園（セイホクパーク石巻）は、スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身

の健全な発達と明るく豊かな市民生活の向上に資するため、平成１２年４月に供用を開始し、その

後石巻トレーニングセンターや南ブロック（第３工区）の整備を進め、本年７月には多目的フィー

ルドの供用を開始した。 

これまで市の直営により管理運営を行ってきたが、公共施設の適正な管理運営を図るため、指定

管理者制度の導入を検討してきた。 

【目的】 

  総合運動公園の設置目的を考慮しつつ、効果的、効率的な施設の運営を行い、住民サービスの向

上を図るため、令和２年度から指定管理者制度へ移行し、指定管理者の指定を行うもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年石巻市条例第３２１号） 

 石巻市都市公園条例（平成１７年石巻市条例第２６２号） 

 石巻市指定管理者制度導入基本方針 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 第５章 心ゆたかな誇れるまち  第４節 市民が個性を活かして輝ける機会をつくる 

 第２項 市民の主体的なスポーツ活動を支援する 

 石巻市スポーツ推進計画 

  基本施策３ スポーツ活動を支える環境づくりの充実  ①地域のスポーツ環境の充実 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成１２年 ４月 石巻市総合運動公園北ブロック（第１工区）供用開始 

 平成３０年 ４月 フットボールフィールド、テニスコート供用開始 

      １２月 石巻トレーニングセンター供用開始 

 令和 元年 ７月 多目的フィールド供用開始 

⑤主な内容 

石巻市総合運動公園の指定管理者の導入及び指定管理者の指定 

１ 施設概要 

  施 設 名 石巻市総合運動公園（セイホクパーク石巻） 

  所 在 地 石巻市南境字新小堤１８番地ほか 

  有料施設 石巻市民球場、石巻フットボール場、ふれあいグラウンド、フットサルコート、 

石巻トレーニングセンター、テニスコート（３面）、フットボールフィールド（２面）、

多目的フィールド 

  無料施設 やすらぎ広場、こども広場、更衣室、屋外トイレ、駐車場、駐輪場 

  その他の管理施設 備品倉庫、南北ブロック連絡歩道橋ほか 
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２ 指定管理者候補者及び選定方法 

  選定候補者 特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会 会長 伊藤 和男 

        （石巻市泉町三丁目１番６３号） 

  選 定 方 法 非公募 

  選 定 理 由  特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会は、子どもにスポーツの歓びを教え、地

域・住民の体力づくりを推進し、スポーツの普及向上を図りスポーツ振興及び健康

づくりに関する事業を行い、健康で明るい住民の育成に寄与するために設立された

団体であり、現在市内４４のスポーツ団体（単協）が加盟しており、独自事業のほ

か市の各種スポーツ振興事業を担っている。 

          また、平成２４年度からは石巻市総合体育館の指定管理者として、スポーツの普

及や健康増進事業の実施などの実績があり、屋内・屋外のスポーツ施設をより効果

的かつ効率的に活用し、質の高い市民サービスの提供と利用の促進が見込まれるこ

とから、同協会を指定管理者として選定するものである。 

３ 指 定 期 間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年間） 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【効果】 

  民間運営とすることにより、柔軟で効率的な施設管理運営と併せた各種スポーツ事業を実施する

ことにより、サービスの向上及びスポーツ振興が期待できる。 

また、総合体育館の指定管理業務及びスポーツ振興事業との連携が図られることにより、業務の

効率化が期待できる。 

【財源措置】 

 債務負担行為 期 間：令和２年度から令和６年度まで 

        限度額：指定管理者と締結する基本協定書に基づく指定管理料 

※概算の指定管理料（一般財源） 

年  度 指定管理料 

令和２年度 169,800 千円 

令和３年度 169,800 千円 

令和４年度 169,800 千円 

令和５年度 169,800 千円 

令和６年度 169,800 千円 

合  計 849,000 千円 
 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 宮城県総合運動公園：宮城県スポーツ振興財団・同和興業・セントラルスポーツグループ 

           （指定期間：H29.4～R4.3） 

 仙台市泉総合運動場：公益財団法人仙台市スポーツ振興事業団（指定期間：H28.4～R3.3） 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

令和元年１２月 市議会第４回定例会に指定管理者の指定及び指定管理料の債務負担行為補正 

予算提案 

令和２年 ３月 指定管理者に係る基本協定書の締結 

４月 指定管理者に係る年度協定書の締結、指定管理の開始 

⑨その他 

 

 


